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高知県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表

高知県公害防止条例施行規則（昭和45年高知県規則第43号）の一部を次のように改正する。

改正後 改正前

○高知県公害防止条例施行規則 ○高知県公害防止条例施行規則

昭和45年９月30日規則第43号 昭和45年９月30日規則第43号

（削除） （受理書の交付）

第５条 知事は、条例第９条、条例第 10 条、条例第 11 条第１項の規定に

よる届出を受理したときは、別記第８号様式による受理書を当該届出をし

た者に交付する。

（身分証明書）

第５条 条例第23条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第

８号様式によるものとする。

（身分証明書）

第６条 条例第 23条第２項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記第

９号様式による。

（様式の特例）

第６条 知事は、この規則で定める様式により難いと認めるときは、別に定

める様式によって届出をさせることがある。

（様式の特例）

第７条 知事は、この規則で定める様式により難いと認めるときは、別に

定める様式によって届出をさせることがある。

（事務処理の特例）

第７条 条例第 26 条の３第１項第 14号及び第２項第 18 号の規則に基づく

事務であって別に規則で定めるものは、前条の規定に基づく別に定める様式

による届出の受理とする。

（新設）

（削除） （事務処理の特例）

第８条 条例第 26条の３第１項第 14号の規則に基づく事務であって別に

規則で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(１) 第５条の規定による受理書の交付

(２) 前条の規定に基づく別に定める様式による届出の受理

２ 条例第 26 条の３第２項第 18 号の規則に基づく事務であって別に規則

で定めるものは、次に掲げる事務とする。

(１) 第５条の規定による受理書の交付

(２) 前条の規定に基づく別に定める様式による届出の受理
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改正後 改正前

別記第１号様式（第４条関係）

別紙（略）

別記第１号様式（第４条関係）

別紙（略）
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改正後 改正前

別記第２号様式（第４条関係） 別記第２号様式（第４条関係）



4/10

改正後 改正前

別記第３号様式（第４条関係） 別記第３号様式（第４条関係）



5/10

改正後 改正前

第４号様式（第４条関係） 第４号様式（第４条関係）



6/10

改正後 改正前

第５号様式（第４条関係） 第５号様式（第４条関係）



7/10

改正後 改正前

第６号様式（第４条関係） 第６号様式（第４条関係）



8/10

改正後 改正前

第７号様式（第４条関係） 第７号様式（第４条関係）
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改正後 改正前

第８号様式（第５条関係） 第８号様式（第５条関係）
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改正後 改正前

（削除） 第９号様式（第５条関係）


